
一
頁

○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

堀
部

政
男

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
身
体
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規

則
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
範
囲
を
適
切
な
手
法
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二
頁

に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
証
明
書
に
そ
の
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

）

第
三
条

令
第
一
条
第
七
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
証
明
書
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
一
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
証
明
書

同
号
イ
に
掲
げ
る
証
明
書
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

二

令
第
一
条
第
七
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
証
明
書

同
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
証
明
書
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号

（
旅
券
の
番
号
等
に
準
ず
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
）

第
四
条

令
第
一
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番
号

及
び
保
険
者
番
号

二

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号



三
頁

三

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び

保
険
者
番
号

四

船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

五

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
（
日
本
国

政
府
の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号

六

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

七

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
七
の
加
入
者
証
の
加
入
者

番
号

八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
加
入
者
番
号

九

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
加
入
者
番
号

十

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
受
給

者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四
号
）
第
八
十
九
条
の
組
合
員
証
の
記
号
、



四
頁

番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
四

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証

の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
・
文
部
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項

の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
規
程
第
百
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
規
程
第
百
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
八

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
規
程
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、

番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
九

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者

番
号



五
頁

二
十

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

（
要
配
慮
個
人
情
報
）

第
五
条

令
第
二
条
第
一
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
心
身
の
機
能
の
障
害
は
、
次
に
掲
げ
る
障
害
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害

二

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障
害

三

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
い
う
精
神
障
害
（
発
達

障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を
含
み
、
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

四

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の

程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

（
法
第
十
七
条
第
二
項
第
五
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%92%6d%93%49%8f%e1%8a%51%8e%d2%95%9f%8e%83%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%90%b8%90%5f%95%db%8c%92%8b%79%82%d1%90%b8%90%5f%8f%e1%8a%51%8e%d2%95%9f%8e%83%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8c%dc%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%98%5a%96%40%88%ea%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2%82%cc%93%fa%8f%ed%90%b6%8a%88%8b%79%82%d1%8e%d0%89%ef%90%b6%8a%88%82%f0%91%8d%8d%87%93%49%82%c9%8e%78%89%87%82%b7%82%e9%82%bd%82%df%82%cc%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2%82%cc%93%fa%8f%ed%90%b6%8a%88%8b%79%82%d1%8e%d0%89%ef%90%b6%8a%88%82%f0%91%8d%8d%87%93%49%82%c9%8e%78%89%87%82%b7%82%e9%82%bd%82%df%82%cc%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000


六
頁

第
六
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
五
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

一

外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
又
は
国
際
機
関

二

外
国
に
お
い
て
法
第
七
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

（
第
三
者
提
供
に
係
る
事
前
の
通
知
等
）

第
七
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
三
者
に
提
供
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
本
人
（
次
号
に
お
い
て
「
本
人
」
と
い
う
。
）
が
当
該
提

供
の
停
止
を
求
め
る
の
に
必
要
な
期
間
を
お
く
こ
と
。

二

本
人
が
法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
実
に
認
識
で
き
る
適
切
か
つ
合
理
的
な
方
法
に
よ
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電



七
頁

子
計
算
機
と
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

）
を
使
用
す
る
方
法

二

別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を

提
出
す
る
方
法

３

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
代
理
人
に
よ
っ
て
法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に

は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
に
あ
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
代
理
人
）

第
八
条

外
国
に
あ
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に

は
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
代

理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
当
該

届
出
と
同
時
に
、
当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
、
当
該
届
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、



八
頁

当
該
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
代
理
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
含
む
。
）
を

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
三
者
提
供
に
係
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
公
表
）

第
九
条

法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
後
、
遅

滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
提
供
に
係
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
よ
る
公
表
）

第
十
条

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
さ
れ
た
後
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
～
第
二
十
三
条

（
略
）

（
個
人
情
報
保
護
指
針
の
届
出
）

第
二
十
四
条

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
指
針
の
公
表
）



九
頁

第
二
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
指
針
の
公
表
）

第
二
十
六
条

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
は
、
法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
さ
れ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
個
人
情
報
保
護
指
針
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
三
者
提
供
の
事
前
の
届
出
に
関
す
る
特
例
）



一
〇
頁

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
定
め
る
ま
で
の
間
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

代
理
人
に
よ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
そ
の
権
限
を

証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
三
者
提
供
に
係
る
記
録
の
作
成
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
第
十
二
条
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る
方
法
で
記
録

（
当
該
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
作
成
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
二
項

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
に

規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
提
供
を
受
け
る
際
の
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
第
十
五
条
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る
方

法
で
確
認
（
当
該
確
認
に
つ
い
て
第
十
六
条
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る
方
法
に
よ
り
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
保
存
し



一
一
頁

て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
三
項
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
二
項
に
規
定
す
る
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る

方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
提
供
を
受
け
る
際
の
確
認
に
係
る
記
録
の
作
成
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
第
十
六
条
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当
す
る
方
法
で
記
録

（
当
該
記
録
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
作
成
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第
二
項

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
に
規
定
す

る
方
法
に
相
当
す
る
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
方
法
）

第
六
条

第
七
条
第
一
項
の
規
定
（
通
知
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
方
法
）

第
七
条

改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事



一
二
頁

項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
代
理
人
に
よ
っ
て
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
の
届

出
書
に
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。




